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さいたま市立中等教育学校（仮称）整備事業について、事業契約を締結したの

で、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11

年法律第 117 号）第 15 条第 3 項の規定に基づき、その内容を公表する。

平成 28 年 11 月 11 日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 事業名 

さいたま市立中等教育学校（仮称）整備事業

２ 公共施設等の名称及び立地 

さいたま市立中等教育学校（仮称）

さいたま市大宮区三橋４丁目 96 番地外（現大宮西高等学校敷地）

３ 契約期間 

平成 28 年 10 月 21 日（さいたま市議会において本契約締結に係る議案につ

いて議決がなされた日）から平成 49 年３月 31 日 

４ 公共施設等の整備等の内容 

さいたま市立中等教育学校（仮称）の設計、建設、維持管理及び運営を一体

的に実施する。

５ 契約金額 

金 8,452,104,688 円 

 （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金 615,673,201 円）

６ 選定事業者の商号又は名称 

さいたま市浦和区岸町五丁目７番 11 号 

株式会社さいたまホームユナイテッド 

代表取締役 髙橋 厚夫 

７ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、「事業契約 

契約約款」の以下の条項のとおりである。



2 

＜事業契約 契約約款（抄）＞

第 8 章 契約期間並びに契約の終了及び解除

第 2 節 施設引渡し前の契約解除等 

（施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等）

第 71 条 本事業契約の締結日以後、本引渡日（Ⅱ期）までの間において、次に掲げるい

ずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかを講

じることができる。

(1)  事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り（事業者が要求水準書及び事業者提

案を満たしていない場合を含む。）、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。

(2)  事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、別紙３の事業日程表に記載され

た工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対し

て催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がな

されないとき。

(3)  事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日（Ⅰ期）までにⅠ期建設対象

施設を、本引渡予定日（Ⅱ期）までにⅡ期建設対象施設を、それぞれ市に引き渡す

ことができないとき。

(4)  事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算

手続開始その他倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議

したとき又は第三者（事業者の役員、従業員を含む。）によりその申立てがなされた

とき。

(5)  構成員又は協力会社が本件入札に関して重大な法令等の違反をしたとき。

(6)  事業者が次のいずれかに該当したとき。

ア 役員等（非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。

以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第 77 号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員を

いう。以下同じ。）であると認められるとき。

イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

など直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると

認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。
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カ  本事業契約にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下

請契約等」という。）に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当

することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ  本事業契約にかかる下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当す

る者をその相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）において、市が

事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。

ク  本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにも

かかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

(7)  前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本事業契約に違

反し、又は事業者による本事業契約における表明保証が真実でなく、その違反又は

不実により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき。

２ 前項の場合において、市が事業者に対して講じ得る措置は、次に掲げるとおりとする。

(1)  市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除す

ることができる。

(2)  市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の

株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法

令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。

(3)  市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の

本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者

へ譲渡させることができる。

３ 本引渡日（Ⅱ期）までに前項第１号により本事業契約が解除された場合、事業者は、

市に対して、市が支払うべきサービス対価ＡからＤまでの合計額（ただし、割賦金利は

控除するものとする。）の 100 分の 10 に相当する金員を違約金として市が指定する期間

内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市

は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。 

４ 市が第２項第１号により本事業契約の解除を選択した場合において、Ⅰ期建設対象施

設又はⅡ期建設対象施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全

部又は一部を買い受け、当該出来形部分に相応する工事費相当額（解除前の支払いスケ

ジュールにより既に支払った分を除く。）の買受代金と前項の違約金及び損害賠償請求

権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後

の買受代金の残額を支払う。 

５ 前項の場合において、市がⅠ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の出来形部分を買

い受けない場合、事業者は、市と協議の上、自らの費用と責任により、買い受けられな

い出来形部分にかかる本事業用地を原状（更地）に回復した上で、速やかにこれを市に

引き渡さなければならない。また、この場合、事業者は、市が事業者に対し既に支払っ

たサービス対価ＡからＤまでを、当該解除日における第 96 条に定める遅延利息の率に

基づき計算した利息を付して返還する。 
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（施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等） 

第 72 条 本事業契約の締結日以後、本引渡日（Ⅱ期）までの間において、市が本事業契

約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の

是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に

市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事

業契約の全部を解除することができる。 

２ 前項の規定により、本事業契約が解除された場合、市は、Ⅰ期建設対象施設又はⅡ期

建設対象施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得

する。 

３ 市は、前項の規定によりⅠ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の出来形部分の所有

権を取得する場合には、事業者に対し、当該出来形部分に相応する工事費相当額（解除

前の支払いスケジュールにより既に支払った分を除く。）を支払う。 

４ 第１項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う

合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。

（施設引渡し前の法令等の変更による契約解除等）

第 73 条 本事業契約の締結日以後、本引渡日（Ⅱ期）までの間において、第 83 条に基づ

く協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者

による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用

を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかを講じ

ることができる。 

(1)  市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除す

ることができる。

(2)  市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事

業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡

させることができる。

(3)  市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の

本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者

へ譲渡させることができる。

２ 前項第１号により本事業契約が解除された場合、市は、Ⅰ期建設対象施設又はⅡ期建

設対象施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得す

る。 

３ 市は、前項の規定によりⅠ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の出来形部分の所有

権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額（解除前の支払いスケ

ジュールにより既に支払った分を除く。）を支払う。
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（施設引渡し前の不可抗力による契約解除）

第 74 条 本事業契約の締結日以後、本引渡日（Ⅱ期）までの間において、第 85 条に基づ

く協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の

変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条の規定にかかわら

ず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかを講じることができる。 

(1)  市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除す

ることができる。 

(2)  市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事

業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡

させることができる。 

(3)  市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の

本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者

へ譲渡させることができる。 

２ 前項第１号により本事業契約が解除された場合、市は、Ⅰ期建設対象施設又はⅡ期建

設対象施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得す

る。 

３ 市は、前項の規定により、Ⅰ期建設対象施設又はⅡ期建設対象施設の出来形部分の所

有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額（解除前の支払いス

ケジュールにより既に支払った分を除く。）を支払う。 

第 3 節 施設引渡し以後の契約解除等 

（施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等）

第 75 条 本引渡日（Ⅱ期）以後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市

は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかを講じることができる。ただし、事

業者が要求水準書及び事業者提案を満たしていない場合の手続は、第 81 条の定めに従

う。 

(1)  事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継

続したとき。

(2)  事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設について、連続して 30 日以上

又は１年間において合計 60 日以上にわたり、本事業関連書類、業務水準書及び年度

業務計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。

(3)  事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。

(4)  事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算

手続開始その他倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議

したとき又は第三者（事業者の役員、従業員を含む。）によりその申立てがなされた

とき。
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(5)  事業者が、市に対し虚偽の報告等をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。

(6)  構成員又は協力会社が本件入札に関して重大な法令等の違反をしたとき。

(7)  事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。

(8)  事業者の責めに帰すべき事由により、事業者から本事業契約の解除の申出があっ

たとき。

(9)  事業者が次のいずれかに該当したとき。

ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

など直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると

認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。

カ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、その相手方がアからオまでのいず

れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当す

る者をその相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）において、市が

事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。

ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにも

かかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

(10)  前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、

又は事業者による本事業契約における表明保証が真実でなく、その違反、不実又は

不正により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき。

２ 前項において、市が事業者に対して講じ得る措置は、次に掲げるとおりとする。 

(1)  市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除す

ることができる。市は、維持管理業務及び運営業務の一部のみを終了させた場合、

事業者の負担において、事業者が当該終了にかかる業務のために利用していた本施

設の部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。ただし、原状に回復

することが著しく困難なとき、又はその必要がないと市が認めたときは、事業者に

対し、原状回復費用に相当する金額の支払いを求める等、市が相当と認める方法に

より補償を求めることができる。 

(2)  市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事

業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡

させることができる。
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(3)  市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の

本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者

へ譲渡させることができる。

３ 市は、前項第１号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。 

４ 第２項第１号により市により本事業契約が解除された場合、事業者は、次に掲げる金

額の合計額を違約金として、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならな

い。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過

額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。

(1)  市が支払うべきⅡ期供用開始後のサービス対価Ｅ及びＧの合計額（平成 34 年 4

月から平成 49 年 3 月まで）を 15 で除した額の 100 分の 10

(2)  市が支払うべき当該事業年度のサービス対価Ｆの合計額の 100 分の 10

５ 市は、サービス対価の未払分と、前項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、

対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の残額を支払う。 

（施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等）

第 76 条 事業者は、本引渡日（Ⅱ期）以後において、市が本事業契約上の重要な義務に

違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることが

できる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正し

ない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除す

ることができる。 

２ 市は、前項の規定による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。 

３ 第１項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う

合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。この場合、市は、サービス対価ＡからＤ

までの残額及び既履行分のサービス対価ＥからＧまでの合計額を支払う。

（施設引渡し以後の法令等の変更による契約解除等）

第 77 条 本引渡日以後において、第 83 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締

結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場

合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と

協議の上、次に掲げる措置のいずれかを講じることができる。 

(1)  市は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。

(2)  市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事

業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡

させることができる。

(3)  市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の

本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者

へ譲渡させることができる。
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２ 市は、前項第１号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、

市は、解除された部分に該当するサービス対価ＡからＤまでの残額及び既履行分のサー

ビス対価ＥからＧまでの合計額を支払う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営

業務を開始している場合、市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるため

に要する合理的な範囲の費用があればその費用を事業者に支払い、それらの支払い方法

については市及び事業者が協議によりこれを決する。 

（施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等）

第 78 条 本引渡日以後において、第 85 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかか

る事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意

が成立しない場合、市は、同条にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のい

ずれかを講じることができる。 

(1)  市は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。

(2)  市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事

業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡

させることができる。

(3)  市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の

本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者

へ譲渡させることができる。

２ 市は、前項第 1 号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、

市は、解除された部分に該当するサービス対価ＡからＤまでの残額及び既履行分のサー

ビス対価ＥからＧまでの合計額を支払う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営

業務を開始している場合、市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるため

に要する合理的な範囲の費用があればその費用を事業者に支払い、それらの支払い方法

については市及び事業者が協議によりこれを決する。 
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８ 契約終了時の措置に関する事項 

契約終了時の措置に関する事項は、「事業契約 契約約款」の以下の条項の

とおりである。

＜事業契約 契約約款（抄）＞

第 8 章 契約期間並びに契約の終了及び解除

第 4 節 本事業契約終了に際しての処置 

（本事業契約終了に際しての処置）

第 79 条 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分に

かかる本施設内に事業者が所有又は管理する工事材料、建設業務機械器具、仮設物その

他の物件（事業者が使用する第三者の所有又は管理にかかる物件を含む。以下、本条に

おいて同じ。）があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。

２ 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき

市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けそ

の他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し

出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。 

３ 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいか

んにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分にかかる本施設を維持管理及び運営

するために必要な、事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。

（終了手続の負担）

第 80 条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴

う評価損益等については、事業者がこれを負担する。


